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廃炉対策の主な進捗

● 各号機で使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けた作業が進展
＜３号機＞
 2019年４月、遠隔操作による燃料取り出し作業を開始。

※プール内の566体の燃料のうち、98体の取り出しを完了【3月９日時点】

 2020年度中の取り出し完了を目指す。

● 中長期ロードマップを改訂し、 ２号機からの燃料デブリ取り出し開始を確定

■ 把持・吸引などにより試験的取り出しを開始し、段階的に取り出し規模を

拡大していく（ステップ・バイ・ステップのアプローチ）一連の作業として進める。

＜１号機、２号機＞
 工法を変更し、ダスト飛散を抑制しながら、ガレキ撤去等の作業を進めていく。

 2031年内までに、１～６号機全てで取り出し完了を目指す。

■ 目標とする2021年内の取り出し開始に向け、引き続き、アクセス
ルートの構築やロボットアームの実規模試験などを進めていく。

燃料デブリと思われる

堆積物をつかんで

動かせることを確認

（2号機）。

【2019.2】

● 1/2号排気筒の解体作業が進捗

 事故当時、格納容器内の圧力を逃がすために放射性

物質を含む蒸気を放出した１／２号排気筒について、
耐震上の裕度を確保するため解体を進めている。

 ５月上旬頃の作業完了を目指す。
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汚染水対策の主な進捗

●「近づけない」「漏らさない」「取り除く」の３つの基本方針に
基づき着実に取組を実施

 国の小委員会において風評被害などの社会的な観点も含めた総合的な議論を行い、
2020年2月、報告書を公表。

 今後、地元をはじめとした幅広い関係者の意見を聞きながら、風評被害対策を含め、
政府として責任をもって結論を出していく。
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 サブドレン・凍土壁等の予防的・重層的な対策により、汚染水発生量は約540㎥／日
（対策前、2014年5月）から約170㎥／日（2018年度平均）に低減。

●多核種除去設備等（ALPS）処理水の取扱いについて

【報告書の概要】
・処分による風評への影響を抑えることを十分に踏まえ、廃炉終了までの間に廃炉の一環として処分を行っていくことが

必要。

・処分方法として、技術的に実績があり、現実的な方法は海洋放出及び水蒸気放出。国内での実績や放出設備の
取扱いの容易さから、海洋放出の方がより確実に実施できる。海洋放出、水蒸気放出による放射線の影響は、

自然被ばくと比較して十分小さい。

・こうした点を踏まえ、政府が関係者の意見を聞き、最終的に判断を行うべき。

・処分方法を工夫することにより風評への影響を抑えることや、既存の風評被害の実績も踏まえながら、効果があったと

考えられる事例を参考にしながら、風評被害対策を拡充・強化すべき。



 「帰還困難区域」として設定されている「特定復興再生拠点区域」の一部について、双葉町（3月4日午前０時）、大熊町
（3月5日午前０時）、富岡町（3月10日午前６時）の避難指示を解除。なお、「帰還困難区域」を解除するのは初めて。
また、双葉町については、避難指示解除準備区域も解除。これにより帰還困難区域を除く全ての区域を解除。

 今後は、引き続き、特定復興再生拠点区域の除染やインフラ整備等を実施。令和４年～令和５年春頃に同区域全域の
避難指示解除を目指す。

避難指示の解除について
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解除日 解除内容

双葉町 令和 2年 3月 4日午前０時

避難指示解除準備区域
特定復興再生拠点区域の一部区域
（JR常磐線（駅舎等）、双葉駅周辺の
道路等）

大熊町 令和 2年 3月 5日午前０時

特定復興再生拠点区域の一部区域
（JR常磐線（駅舎等）、大野駅周辺の
道路等）

富岡町 令和 2年 3月 10日午前６時

特定復興再生拠点区域の一部区域
（JR常磐線（駅舎等）、夜ノ森駅周辺
の道路等）

●双葉町（3月4日）、大熊町（3月5日）、富岡町（3月10日）の解除内容

●双葉町の避難指示解除区域における産業復興の動き

避難指示解除区域である中野地区産業団地において、町の新たな 「働く拠点」を整
備、地元企業の事業再開や、新技術を用いて製品の生産を行う進出企業など、12
件17社の立地が決定（令和2年3月現在）






